
京都市水洗便所築造工事資金貸付規程に基づき貸し付ける資金の貸付限度額及び償還期

限の特例に関する規程を公布する。 

  平成２８年８月３１日 

京都市公営企業管理者   

上下水道局長 山添 洋司 

京都市上下水道局管理規程第２号 

京都市水洗便所築造工事資金貸付規程に基づき貸し付ける資金の貸付限度額及び償

還期限の特例に関する規程 

（趣旨） 

第１条 この規程は，京都市水洗便所築造工事資金貸付規程（以下「貸付規程」という。）

に基づき貸し付ける資金の貸付限度額及び償還期限について，貸付規程の特例を定める

ものとする。 

（貸付限度額の特例） 

第２条 貸付金の額は，貸付規程第４条第１項ただし書の規定にかかわらず，次の各号に

掲げる区分に応じ，当該各号に掲げる額を限度とする。 

  貸付規程第２条第１項の工事 

ア 対象工事の排水管の延長が１５ｍを超えない工事 ８００，０００円 

イ 対象工事の排水管の延長が１５ｍを超え２０ｍまでの工事 ８５０，０００円 

ウ 対象工事の排水管の延長が２０ｍを超え２５ｍまでの工事 ９００，０００円 

エ 対象工事の排水管の延長が２５ｍを超え３０ｍまでの工事 ９５０，０００円 

オ 対象工事の排水管の延長が３０ｍを超える工事 １，０００，０００円 

  貸付規程第２条第３項の工事 

ア 対象工事の排水管の延長が１５ｍを超えない工事 ６００，０００円 

イ 対象工事の排水管の延長が１５ｍを超え２０ｍまでの工事 ６５０，０００円 

ウ 対象工事の排水管の延長が２０ｍを超え２５ｍまでの工事 ７００，０００円 

エ 対象工事の排水管の延長が２５ｍを超え３０ｍまでの工事 ７５０，０００円 

オ 対象工事の排水管の延長が３０ｍを超える工事 ８００，０００円 

（償還期限の特例） 

第３条 貸付金の償還期限は，貸付規程第５条第１項の規定にかかわらず，次の各号に掲

げる区分に応じ，当該各号に掲げる期間を経過する日までとする。  

  貸付規程第２条第１項の工事 

ア 対象工事の排水管の延長が１５ｍを超えない工事 １６０月 

イ 対象工事の排水管の延長が１５ｍを超え２０ｍまでの工事 １７０月 

ウ 対象工事の排水管の延長が２０ｍを超え２５ｍまでの工事 １８０月 

エ 対象工事の排水管の延長が２５ｍを超え３０ｍまでの工事 １９０月 

オ 対象工事の排水管の延長が３０ｍを超える工事 ２００月 

  貸付規程第２条第３項の工事 

ア 対象工事の排水管の延長が１５ｍを超えない工事 １２０月 

イ 対象工事の排水管の延長が１５ｍを超え２０ｍまでの工事 １３０月 

ウ 対象工事の排水管の延長が２０ｍを超え２５ｍまでの工事 １４０月 



エ 対象工事の排水管の延長が２５ｍを超え３０ｍまでの工事 １５０月 

オ 対象工事の排水管の延長が３０ｍを超える工事 １６０月 

（特例の適用） 

第４条 この規程は，この規程の施行日以後に貸付規程第６条の規定による申請がされた

ものについて適用する。  

 

   附 則（平成２８年８月３１日上下水道局管理規程第２号） 

（施行期日） 

１ この規程は，平成２８年９月１日から施行する。 

（この規程の失効） 

２ この規程は，平成３２年３月３１日限り，その効力を失う。ただし，同日までに貸付

規程第６条の規定による申請がされたものについては，同日後も，なおその効力を有す

る。 

（上下水道局下水道部管理課） 

 


